
・テーマ1「成年後見制度の相談・申立て」～後見制度ってどんな制度～

後見制度の利用でどんな問題が解決するか～申立てを考える時に注意
することは～申立ての準備から後見人決定までの流れは～

・テーマ2「後見人等の業務」～後見人はどのような業務を行うのか～

・テーマ3「業務の終了」～被後見人等が死亡したときは～
仙‾、‾・様々な相談をお受け致します。

厄相談会個別相談（希望者のみい虫左舷．＿山士。章火T≒‥

事
◆施設経営者ですが、入所者や利用者の孟銭管理で困っている。

◆高齢になり知的障害者の子供の将来が心配だ。
例◆後見人制度を利用したらお金はいくらかかるのか。
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離れて暮らし

ている高齢の

親が心配

日　時　　　平成30年3月12日（月）午後1時30分～午後3時00

（個別相談は午後3時00分からとなります。）

場　所　　　総合福祉センター「高麗の郷」余暇活動室　TEL O42－985－9988

日高市楠木201高麗川駅から飯能駅行バスで「総合福祉センター」下車

参加費　　　無料

定　員　　　30名（先着順　定員になり次第締切ります）

申込み方法　下記の申込用紙にご記入の上、3月7日（水）までにFAXでお申込み下さい。

申込み先　　FAX04－2956－6663

問合せ先　　TEL04－2956仙8100

主　　催　　一般社団法人　社労土成年後見センター埼玉　西埼玉

成年後見講座・個別相談会申込書

参加者氏名 � �所属団体 

住所 � 

連絡先 �FAX �TEL 

個別相談会 �ロ個別相談会に参加する（個別相談を希望なされる方は0印をお願いします） 

※個人情報は当講座の運営に必要な範囲のみで使用します。


